
申
告
に
必
要
な
も
の

○
印
鑑

○
本
人
名
義
の
預
金
通
帳
な
ど（
口

座
番
号
が
わ
か
る
も
の
）

○
給
与
・
公
的
年
金
な
ど
の
源
泉
徴

収
票（
原
本
の
み
可
。
年
金
支
払

通
知
書
は
不
可
）

○
控
除
を
受
け
る
た
め
の
証
明
書
な

ど
医
療
費
控
除
…
領
収
書
、
証
明
書
、

内
容
を
取
り
ま
と
め
た
計
算
明
細

書
社
会
保
険
料
・
障
害
者
控
除
…
そ
の

領
収
書
、
証
明
書
な
ど

生
命
保
険
料
・
地
震
保
険
料
控
除
…

控
除
証
明
書

扶
養
・
配
偶
者（
特
別
）
控
除
…
そ

の
方
の
所
得
が
わ
か
る
も
の

寄
附
金
控
除
…
寄
附
し
た
団
体
の
領

収
書
な
ど

※
ふ
る
さ
と
納
税
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

特
例
制
度
を
申
請
さ
れ
た
方
が
申

告
す
る
場
合
は
、
適
用
が
受
け
ら

れ
な
く
な
り
ま
す
。

※
申
告
内
容
に
よ
っ
て
は
、
ほ
か
の

資
料
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
・
介
護
保
険
料
の
納

付
額
は
1
月
下
旬
に
発
送
し
ま
す
。

○
申
告
用
紙

2
月
1
日
㈪
か
ら
税
務
収
納
課
に
、

申
告
期
間
中
は
各
会
場
に
も
あ
り
ま

す
。

共
通
事
項

市県民税申告会場での
所得税申告

市県民税の申告会場で、所得税申告
の一部が相談できます。
・ 給与所得（年末調整をしていない
場合など）

・公的年金などの雑所得
・医療費控除、寄附金控除など
【以下の申告は相談できません】
・ 事業所得（営業・農業）、不動産
所得、土地・建物・株式などの譲
渡所得、山林所得、申告分離選択
の配当

・ 住宅借入金等特別控除（住宅ロー
ン控除）を初めて受ける

・贈与税、消費税

2016.2
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所
得
税
の
申
告
対
象
者

■
給
与
所
得
者

・
給
与
の
収
入
金
額
が
2
千
万
円
を

超
え
る

・
給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
所

得
の
合
計
額
が
20
万
円
を
超
え
る

・
給
与
を
2
カ
所
以
上
か
ら
受
け
て

い
て
、
年
末
調
整
を
さ
れ
な
か
っ

た
給
与
の
収
入
金
額
と
、
各
種
の

所
得
金
額（
給
与
所
得
、
退
職
所

得
を
除
く
）と
の
合
計
額
が
20
万

円
を
超
え
る　

な
ど

※
源
泉
徴
収
票
を
必
ず
お
持
ち
く
だ

さ
い
。
源
泉
徴
収
票
を
お
持
ち
で

な
い
方
は
、
給
与
支
払
者
へ
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

■
公
的
年
金
な
ど
の
受
給
者

・
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
の
金

額
が
所
得
控
除
額
よ
り
多
い　

な

ど
※
公
的
年
金
の
収
入
が
400
万
円
以
下

で
、
そ
れ
以
外
の
所
得
が
20
万
円

以
下
の
方
は
申
告
を
す
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
還
付
申
告
が
で

き
ま
す
。

■
個
人
の
事
業
・
不
動
産
所
得
者

平
成
27
年
中
の
所
得
合
計
額
が
所

得
控
除
合
計
額
よ
り
多
い　

な
ど

■
土
地
・
建
物
な
ど
を
売
却
し
た
方

譲
渡
所
得
と
そ
の
他
の
所
得
の
合

計
額
が
所
得
控
除
額
よ
り
多
い
な
ど

※
相
続
税
の
相
談
を
さ
れ
る
方
は
、

事
前
に
税
務
署
へ
お
問
い
合
せ
く

だ
さ
い
。

申
告
書
の
送
付

2
月
上
旬

※
昨
年
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
さ
れ
た

方
に
は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

事
前
説
明
会

と　

き　

2
月
1
日
㈪
〜
15
日
㈪

　
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

　

午
前
9
時
〜
正
午
、
午
後
1
時
〜

5
時（
申
告
書
の
作
成
に
は
時
間

を
要
し
ま
す
の
で
、
午
後
4
時
ま

で
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。）

と
こ
ろ　

豊
橋
税
務
署

対
象
者

・
年
金
受
給
者
で
還
付
申
告
を
す
る
方

・
給
与
所
得
者
で
金
融
機
関
な
ど
か

ら
借
入
を
し
て
新
築
・
中
古
住
宅

を
取
得
し
た
方

郵
送
で
の
提
出

申
告
書
を
記
入
の
上
、
豊
橋
税
務
署

（
〒
440-

8
5
0
4
）へ
。

所
得
税　

豊
橋
税
務
署

☎
0
5
3
2
◆

52
◆

6
2
0
1


